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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】グレアを低減しつつ歩行者等をより良好に撮影
する車載システムを提供する。
【解決手段】自車両の周辺空間を撮影する車載カメラ、
周辺空間に対して光を照射する車両用灯具、車両用灯具
の点灯状態を制御する制御装置を含む。車載カメラは、
露光時間と非露光時間を有する単位露光サイクルを繰り
返して露光時間に周辺空間を撮影する。制御装置は、車
両用灯具により、露光時間と非露光時間の各々で複数の
パルス光を照射されるように車両用灯具の点灯状態を制
御する。露光時間における複数のパルス光の光度の平均
的な大きさが相対的に高く、非露光時間における複数の
パルス光の光度の平均的な大きさが相対的に低く設定さ
れている。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　自車両の周辺空間を撮影する車載カメラと、
　前記周辺空間に対して光を照射する車両用灯具と、
　前記車両用灯具の点灯状態を制御する制御装置と、
を含み、
　前記車載カメラは、露光時間と非露光時間を有する単位露光サイクルを繰り返して当該
露光時間に前記周辺空間を撮影するものであり、
　前記制御装置は、前記車両用灯具により、前記露光時間と前記非露光時間の各々で複数
のパルス光を照射されるように当該車両用灯具の点灯状態を制御するものであり、
　前記露光時間における前記複数のパルス光の光度の平均的な大きさが相対的に高く、前
記非露光時間における前記複数のパルス光の光度の平均的な大きさが相対的に低く設定さ
れている、
　車載システム。
【請求項２】
　前記制御装置は、少なくとも前記露光時間における前記複数のパルス光を電流制御して
おり、
　前記複数のパルス光は、各々の大きさが異なっており、
　前記光度の平均的な大きさは、前記複数のパルス光の各々の大きさの平均値である、
　請求項１に記載の車載システム。
【請求項３】
　前記制御装置は、少なくとも前記露光時間における前記複数のパルス光をＰＷＭ制御し
ており、
　前記複数のパルス光は、各々の大きさが同じであり、
　前記光度の平均的な大きさは、前記複数のパルス光によって得られる実効的な光度であ
る、
　請求項１に記載の車載システム。
【請求項４】
　前記露光時間における前記複数のパルス光の光度の平均的な大きさは、前記車両用灯具
の連続点灯時の定格光度値よりも高く設定されている、
　請求項１～３の何れか１項に記載の車載システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、夜間など周辺が暗い状況において車両の前方に存在する歩行者等を良好に撮
影するための光制御技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、車載カメラを用いて、自車両の前方に存在する先行車両や対向車両（以下、
まとめて「前方車両」という。）、あるいは歩行者や障害物等を撮影する撮像システムが
用いられている。この撮像システムで撮影される画像を用いて前方車両や歩行者等を検出
することにより、例えば、前方車両や歩行者等の存在する位置に応じて自車両の前照灯に
よる光照射範囲を可変に設定する配光制御などを実現できる。
【０００３】
　上記のような撮像システムに用いられる車載カメラは、外部からの入射光量に応じて露
光感度を自動的に調整する機能（オートゲイン機能）を備えている場合が多い。この場合
に、夜間など周辺が暗い状況で車載カメラの撮像範囲内に前方車両が存在すると、この前
方車両の前照灯または尾灯から発せられる光が強いので車載カメラの露光感度が低く調整
され、その結果、歩行者等の非発光体を良好に撮影できなくなる。これは、露光感度が低
下することにより、歩行者等の非発光体に対する露光時間が不十分となるからである。
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【０００４】
　このような不都合に関して、例えば特開２０１１－８４２３７号公報（特許文献１）に
は、可視光カメラの間歇的な撮影時（すなわちシャッター動作時）ごとに発光ダイオード
をパルス発光させるようにすることで、対向車両等への眩惑光の発生を防止し、かつ歩行
者等に光が照射されるようにして歩行者等を撮影できるようにする技術が開示されている
。
【０００５】
　しかし、特許文献１に開示される技術は、シャッター動作時における露光時間以下の発
光時間を設定した１つのパルス光を照射するものであり、具体例としては露光時間Ｓ１と
発光時間Ｔ１がほぼ等しく設定されるものである（特許文献１の図３等参照）。このため
、可視光カメラの露光時間の長さによっては前方車両の搭乗者や歩行者等に対して多少の
グレア（眩しさ）を与えてしまう場合が考えられる。また、特許文献１の図３等に開示の
具体例のように、発光時間よりも非発光時間が非常に長い場合には、パルス発光によるフ
リッカー（ちらつき感）を与えてしまう場合が考えられる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２０１１－８４２３７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明に係る具体的態様は、歩行者等に対するグレアを低減しつつ歩行者等をより良好
に撮影できるようにする技術を提供することを目的の１つとする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明に係る一態様の車載システムは、（ａ）自車両の周辺空間を撮影する車載カメラ
と、（ｂ）前記周辺空間に対して光を照射する車両用灯具と、（ｃ）前記車両用灯具の点
灯状態を制御する制御装置と、を含み、（ｄ）前記車載カメラは、露光時間と非露光時間
を有する単位露光サイクルを繰り返して当該露光時間に前記周辺空間を撮影するものであ
り、（ｅ）前記制御装置は、前記車両用灯具により、前記露光時間と前記非露光時間の各
々で複数のパルス光を照射されるように当該車両用灯具の点灯状態を制御するものであり
、（ｆ）前記露光時間における前記複数のパルス光の光度の平均的な大きさが相対的に高
く、前記非露光時間における前記複数のパルス光の光度の平均的な大きさが相対的に低く
設定されている、車載システムである。
【０００９】
　上記構成によれば、露光時間と非露光時間の各々において複数のパルス光によって車載
カメラの撮影方向へ光が照射されるので、歩行者等に対するグレアを低減しつつ歩行者等
をより良好に撮影できる。特に、複数のパルス光を用いることから、各パルス光の照射時
間がより短くなる（すなわち周波数としては高くなる）ので、歩行者等に対して与えるグ
レアの程度が緩和され、かつ露光時間と非露光時間の各々において複数のパルス光を用い
ることから運転者等に与えるフリッカーも低減される。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】図１は、本発明の撮影システムを適用した一実施形態の車両用前照灯システムの
構成を示す図である。
【図２】図２（Ａ）は、前照灯ユニットによって形成されるすれ違いビームの配光パター
ンを説明するための図である。また、図２（Ｂ）は、前照灯ユニットによって形成される
走行ビームの配光パターンを説明するための図である。
【図３】図３は、車載カメラによって撮影される画像の一例を模式的に示す図である。
【図４】図４は、制御装置による点灯制御方法について説明するための図である。
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【図５】図５は、照射サイクルと光度値のリップルとの関係について説明するための図で
ある。
【図６】図６は、照射サイクルとフリッカーの関係を説明するための図である。
【図７】図７は、本実施形態の車載カメラにより撮影される画像について模式的に示す図
である。
【図８】図８は、比較例の車載カメラにより撮影される画像について模式的に示す図であ
る。
【図９】図９は、ノコギリ波を生成するための回路の一例を示す図である。
【図１０】図１０は、車両用前照灯システムの動作手順の一例を示すフローチャートであ
る。
【図１１】図１１は、変形実施例について説明するための図である。
【図１２】図１２は、他の変形実施例について説明するための図である。
【図１３】図１３は、ＰＷＭ制御の一例を示す図である。
【図１４】図１４は、各単位ごとのオン／オフ時間比の配分例を説明するための図である
。
【図１５】図１５は、ＰＷＭ制御を行うための回路の一例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　図１は、本発明の車載システムを適用した一実施形態の車両用前照灯システムの構成を
示す図である。この車両用前照灯システムは、車載カメラ１０、制御装置２０、前照灯ユ
ニット（車両用灯具）３０を含んで構成されている。
【００１２】
　車載カメラ１０は、例えば自車両のフロントガラス内側上部に設置され、自車両の前方
空間を撮影し、画像を生成するものであり、撮影レンズ１１と、この撮影レンズ１１によ
り映し出される像を取り込む撮像素子１２と、撮像素子１２を制御して画像を生成するカ
メラ制御回路１３と、を含んで構成されている。本実施形態の車載カメラ１０は、撮像素
子１２に入射する光の強度に応じて撮影時の感度を自動的に調整するオートゲイン機能を
有している。
【００１３】
　制御装置２０は、車載カメラ１０、前照灯ユニット３０の点灯制御回路３２のそれぞれ
と接続されており、車両用前照灯システムの動作を制御する。具体的には、制御装置２０
は、車載カメラ１０から画像を取得して表示装置（図示略）に表示させることや、車載カ
メラ１０のシャッター動作に対応して前照灯ユニット３０による光照射状態を制御するた
めの信号を点灯制御回路３２へ供給することなどを行う。
【００１４】
　前照灯ユニット３０は、ＬＥＤモジュール３１、点灯制御回路３２、リフレクタ３３、
シェード３４、投影レンズ３５、灯体ハウジング３６、アウターレンズ３７などを含んで
構成されている。
【００１５】
　ＬＥＤモジュール３１は、複数のＬＥＤ（発光素子）を備えており、点灯制御回路３２
によって制御され、各ＬＥＤを個別に点消灯させることができるものである。
【００１６】
　点灯制御回路３２は、制御装置２０からの制御信号に基づいてＬＥＤモジュール３１へ
駆動電力を供給し、ＬＥＤモジュール３１の点灯制御を行う。
【００１７】
　リフレクタ３３は、１次焦点に対応して配置されたＬＥＤモジュール３１から出射する
光を反射し、２次焦点に集光する。
【００１８】
　シェード３４は、リフレクタ３３の２次焦点に対応して配置されており、ＬＥＤモジュ
ール３１から出射してリフレクタ３３によって集光された光の一部を遮る。
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【００１９】
　投影レンズ３５は、その焦点をリフレクタ３３の２次焦点に対応づけて配置されており
、２次焦点に集光された光を自車両の前方へ投影する。
【００２０】
　灯体ハウジング３６は、ＬＥＤモジュール３１、点灯制御回路３２、リフレクタ３３、
シェード３４、投影レンズ３５などを収容する。
【００２１】
　アウターレンズ３７は、灯体ハウジング３６に取り付けられており、投影レンズ３５に
よって光が投影される方向に配置されている。
【００２２】
　図２（Ａ）は、前照灯ユニットによって形成されるすれ違いビームの配光パターンを説
明するための図である。また、図２（Ｂ）は、前照灯ユニットによって形成される走行ビ
ームの配光パターンを説明するための図である。各図においては、一例として自車両の前
方２５ｍの位置で鉛直方向に配置される仮想スクリーン状での配光パターンが示されてい
る。
【００２３】
　図２（Ａ）に示すように、すれ違いビームは、ワイド領域ａ１、ミッド領域ａ２、ホッ
ト領域ａ３、オーバーヘッド領域ａ４を含んでいる。ワイド領域ａ１は、自車両前方を左
右方向に広く照らす領域である。ミッド領域ａ２は、自車両前方のワイド領域ａ１より狭
い範囲を比較的高光度の光で照らす領域である。ホット領域ａ３は、自車両前方の中央付
近を高光度の光で照らす領域である。オーバーヘッド領域ａ４は、運転者が標識を視認す
るための低光度の光を照らす領域である。光の明暗境界線の上下位置は、例えば自車線側
において車両前後軸に対して０°であり、対向車線側においては車両前後軸に対して０．
５７°である。なお、この０．５７°という値は、１００ｍ先で１ｍ光軸が下がる（１％
）ということを意味する。
【００２４】
　図２（Ｂ）に示すように、走行ビームは、ワイド領域ｂ１、ミッド領域ｂ２、ホット領
域ｂ３を含んでいる。ワイド領域ｂ１は、自車両前方を左右方向に広く照らす領域である
。ミッド領域ｂ２は、自車両前方のワイド領域ｂ１より狭い範囲を比較的高光度の光で照
らす領域である。ホット領域ｂ３は、自車両前方の中央付近を高光度の光で照らす領域で
ある。いずれの領域もすれ違いビームの各領域よりも相対的に高い位置まで光を照らすよ
うに設定されている。
【００２５】
　図３は、車載カメラによって撮影される画像の一例を模式的に示す図である。この図で
は、片側対向一車線の道路を自車両が走行しており、自車線において先行車両が存在し、
対向車線に対向車が存在しており、かつ自車線の外側、対向車線の外側にそれぞれ非発光
体である歩行者が存在する様子が示されている。
【００２６】
　図４は、制御装置による点灯制御方法について説明するための図である。詳細には、図
４（Ａ）は車載カメラによるシャッター動作のタイミングについて示す図であり、図４（
Ｂ）は前照灯ユニットによる光の照射光度の時間変化を示す図である。なお、図４（Ｂ）
に示すグラフの縦軸は、ＬＥＤモジュール３１に与えられる電流値の時間変化とほぼ一致
するので、参考として縦軸には「（電流値）」と併記している。
【００２７】
　図４（Ａ）において、「ＯＮ」とは車載カメラ１０のシャッターが開いた状態（露光状
態）を表し、「ＯＦＦ」とは車載カメラ１０のシャッターが閉じた状態（非露光状態）を
表している。車載カメラ１０は、露光状態の期間（露光時間）において撮像素子１２で光
を蓄積することで画像を撮影する。車載カメラ１０によって撮影された画像は、非露光状
態の期間（非露光時間）に読み出される。なお、１回の撮影（静止画像）を１フレームと
いい、１秒間中の撮影回数（静止画像数）をフレームレートという。例えば、３０ｆｐｓ
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とは、１秒間に３０回撮影する（静止画像を取り込む）ことをいう。
【００２８】
　ここで、撮像素子１２は、外部からの入射光を蓄積することで画像を得ているので、暗
所での撮影において十分な光量を得るには、露光時間を長くするか、あるいは撮影対象を
明るくするために前照灯ユニット３０による光の照度を高くする必要がある。他方で、少
ない光量で撮影するには、撮像素子１２の感度（ゲイン）を高くすることでも対応できる
。
【００２９】
　図４（Ａ）において、車載カメラ１０の露光パターンは、Ｔ１～Ｔ２間の露光時間と、
Ｔ２～Ｔ３間の非露光時間を１つの露光サイクル（単位露光サイクル）としてこれを繰り
返す。図示の例では露光時間と非露光時間が同じ（１：１）となっているがこれに限定さ
れない。一般に、露光時間は長いほど画像のブレが大きくなるので短いほうが好ましい。
また、フレームレート（サイクル数／秒）は、空走距離が短いほうが好ましいので、３０
ｆｐｓ以上が好ましく、１００ｆｐｓ以上であればさらに好ましい。
【００３０】
　図４（Ｂ）に示す光照射パターンは、前方車両が存在しているため、前照灯ユニット３
０から走行ビームを照射せずにすれ違いビームのみを照射する状況において、走行ビーム
の照射範囲（図２（Ｂ）参照）に照射される光の照射パターンを示している。図示の横軸
は時間、縦軸は前照灯ユニット３０による照射光の光度である。前照灯ユニット３０によ
る光の点灯状態は、制御装置２０により制御される。
【００３１】
　図示のように、前照灯ユニット３０による光は、露光時間に同期した露光帯において複
数のパルス光（例示では３つのパルス光）を含み、かつ非露光時間に同期した非露光帯に
おいても複数のパルス光（例示では３つのパルス光）を含む。図示の例では、露光時間と
非露光時間のパルス光の数は同じであり、かつ、各パルス光のパルス幅も同じである。ま
た、各パルス光は、相対的に高い値の光度値（高光度値）と低い値の光度値（低光度値）
の各期間で１つの照射サイクルを形成しており、この照射サイクルを繰り返す。ここで、
本実施形態では低光度値についても０より高い値とされている。それにより、フリッカー
をさらに抑制する効果が得られる。
【００３２】
　なお、図示のパルス光は、ノコギリ波で変調した形状となっているが、サイン波状や三
角波状などで変調した形状であってもよい。
【００３３】
　図示の例では、露光帯における複数のパルス光は、各々の高光度値が徐々に低くなるよ
うに設定されている。そして、これら複数のパルス光の高光度値は、すべてＬＥＤモジュ
ール３１における通常の連続点灯時の光度値（定格光度値）よりも高く設定されている。
また、露光帯における複数のパルス光の低光度値は、すべて同じ値に設定されており、か
つ、連続点灯時の光度値よりも低く設定されている。また、露光帯における高光度値と低
光度値をすべて平均した値である高平均値は、連続点灯時の定格光度値（連続点灯光度）
よりも高く設定されている。
【００３４】
　非露光帯における複数のパルス光についても、露光帯における複数のパルス光は、各々
の高光度値が徐々に低くなるように設定されている。また、非露光帯における複数のパル
ス光は、低光度値がすべて同じ値に設定されており、かつ連続点灯時の光度値よりも低く
、かつ露光帯における複数のパルス光の低光度値よりも低く設定されている。また、非露
光帯における高光度値と低光度値をすべて平均した値である低平均値は、露光帯における
高平均値よりも低く、かつ連続点灯時の定格光度値（連続点灯光度）よりも低く設定され
ている。
【００３５】
　このように、車載カメラ１０の露光パターンと前照灯ユニット３０による光照射パター
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ンを同期させ、露光時間中における照射光の高平均光度を高くしている。この場合に、光
源であるＬＥＤモジュール３１の各ＬＥＤ（半導体発光素子）は、出力を高く設定すると
発熱量も増加するので適切に放熱させる必要がある。図示の照射パターンでは、各照射サ
イクルにおいて高光度値の後に低光度値とするので、低光度値の期間を熱拡散時間として
用いて良好な放熱状態を確保できる。このため、高光度値を比較的高い値、具体的には連
続点灯時の定格光度値よりも高く設定することができる。また、連続点灯光度よりも高い
値である高平均光度の露光帯と、連続点灯光度よりも低い低平均光度の非露光帯とを交互
に繰り返しているので、連続点灯時と同様な放熱状態を確保できる。
【００３６】
　図５は、照射サイクルと光度値のリップルとの関係について説明するための図である。
図４（Ｂ）に示した照射パターンにおいて、露光時間と非露光時間の比率が１：１であり
、また、１照射サイクルにおける高光度値と低光度値の時間比率が１：１であり、１露光
サイクル当たりの照射サイクルの数が６回（１～３回が露光帯、４～６回が非露光帯）で
あるとする。図５において「項目」とは照射サイクルの数を示しており、「高光度値」、
「低光度値」は各照射サイクルにおけるパルス光の光度値の規格化値を示している。
【００３７】
　連続点灯時の光度値は下記の計算に基づいて４．５（規格化値）となる。
　連続点灯時の光度値＝（４５／６＋９／６）／２＝４．５
【００３８】
　これに対して、高平均光度は下記の通り、６．０となる。
　高光度値の平均値＝（１１＋２＋１０＋２＋９＋２）／６＝６．０
【００３９】
　また、低平均光度は下記の通り、３．０となる。
　低光度値の平均値＝（６＋１＋５＋１＋４＋１）／６＝３．０
【００４０】
　これらから、リップル率は下記の通り、約１．３となる。
　リップル率＝高平均光度／連続点灯光度≒１．３
【００４１】
　図６は、照射サイクルとフリッカーの関係を説明するための図である。ここでは、上記
と同様に、露光時間と非露光時間の時間比を１：１、照射サイクルを６回とする。図示の
ように、各種時間は車載カメラ１０のフレームレートに対応して決まる。例えば、車載カ
メラ１０のフレームレートが３０ｆｐｓであれば、１露光サイクルの期間は３３．３ｍｓ
となり、露光時間と非露光時間はそれぞれ１６．７ｍｓとなる。照射サイクルの周波数は
１８０Ｈｚ（＝３０×６）となる。１照射サイクルの時間は５．６ｍｓ、高光度値と低光
度値の各時間は２．８ｍｓとなる。前照灯ユニット３０による光の明暗周期は照射サイク
ルの周期に一致するので、フレームレートが３０ｆｐｓであれば１８０Ｈｚとなる。そし
て、露光帯における低光度率は１８％（＝２／１１×１００）、非露光帯における低光度
率は１７％（＝１／６×１００）となる。また、全体の低光度率は９．１％（＝１／１１
×１００）となるので、フリッカーを抑制できる。なお、光の明暗周期は１００Ｈｚ以上
となることが好ましい。フレームレートが６０ｆｐｓ、９０ｆｐｓ、１２０ｆｐｓの場合
も同様である。
【００４２】
　図７は、本実施形態の車載カメラにより撮影される画像について模式的に示す図である
。また、図８は、比較例の車載カメラにより撮影される画像について模式的に示す図であ
る。図８に示すように、夜間において前方車両が存在する場合には、前方車両の前照灯や
尾灯による光に対応してオートゲイン機能により車載カメラ１０の感度が低下することか
ら、すれ違いビームが照射された領域以外の領域では非常に暗い画像となり、道路脇の歩
行者などの非発光体の撮影、検出が困難となる。
【００４３】
　これに対して、図７に示すように本実施形態では、車載カメラ１０の露光時間に対応さ
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せて複数のパルス光が照射されることにより、すれ違いビームの照射領域以外の領域にお
いても実効的な光量が増加する。従って、オートゲイン機能により車載カメラ１０の感度
が低下しても道路脇の歩行者などの非発光体からの反射光量が増加するので、非発光体の
撮影、検出が容易になる。
【００４４】
　図９は、ノコギリ波を生成するための回路の一例を示す図である。この回路は、ＡＮＤ
ゲート５１、Ｄフリップフロップ５２、カウンタ５３、ＮＯＴゲート５４、デジタルアナ
ログ変換器（Ｄ／Ａ）５５を含んで構成されている。この回路は、制御装置２０に含まれ
る。
【００４５】
　この回路５０において、ＡＮＤゲート５１は、一方入力端にシャッター信号（シャッタ
ーのオン／オフ状態を示す信号）が入力され、他方入力端にＤフリップフロップ５２の出
力信号を反転した信号が入力されている。フリップフロップ５２とカウンタ５３は、クロ
ック信号ＣＬＫにより同期して動作する。シャッター信号がＡＮＤゲート５１を介してフ
リップフロップ５２に入力されると、その立ち上がりエッジが検出されてフリップフロッ
プ５２の出力信号がカウンタ５３へリセット信号として与えられる。なお、Ｄフリップフ
ロップ５２はクロック同期でなくとも動作する。
【００４６】
　カウンタ５３は、常時加算されるように、入力端が電源電圧ＶＣＣに接続されている。
カウンタ５３のバス信号はＮＯＴゲート５４により反転され、減算される出力となり、デ
ジタルアナログ変換器５５によってアナログ信号に変換され、ＬＥＤの強度信号Ｓ（０：
７）として出力される。また、Ｓｘ信号は、カウンタ数により反転するため、ＬＥＤのオ
ン／オフ信号として出力される。Ｓ０信号を用いることで最も速くなる。これにより、ノ
コギリ波を生成することができる。
【００４７】
　なお、上記回路と同様の動作は、マイコンを用いてテーブル値を参照する方法で実現す
ることもでき、ＦＰＧＡやＣＰＬＤなどのデジタル回路を用いて実現することもでき、ロ
ジックＩＣを用いて実現することもできる。
【００４８】
　図１０は、車両用前照灯システムの動作手順の一例を示すフローチャートである。なお
、ここに示すフローチャートの動作は繰り返し実行されるものとする。
【００４９】
　上記の回路５０において、車載カメラ１０のシャッター信号の立ち上がりエッジが検出
されると（ステップＳ１１；ＹＥＳ）、カウンタ５３がリセットされる（ステップＳ１２
）。他方で、シャッター信号の立ち上がりエッジが検出されない場合には（ステップＳ１
１；ＮＯ）、カウンタ５３のカウント数が増加する（ステップＳ１３）。
【００５０】
　カウンタ５３のカウント数に応じて、制御装置２０によって点灯制御信号が生成され、
出力される（ステップＳ１４）。
【００５１】
　運転者の操作により自車両のヘッドランプスイッチがオンになっている場合には（ステ
ップＳ１５；ＹＥＳ）、制御装置２０により前照灯ユニット（Ｈ／Ｌ）３０が点灯するよ
うに制御される（ステップＳ１６）。ヘッドランプスイッチがオフの場合には（ステップ
Ｓ１５；ＮＯ）、制御装置２０により前照灯ユニット（Ｈ／Ｌ）３０が消灯するように制
御される（ステップＳ１７）。
【００５２】
　図１１は、変形実施例について説明するための図である。上記した図４と同様に、図１
１（Ａ）は車載カメラによるシャッター動作のタイミングについて示す図であり、図１１
（Ｂ）は前照灯ユニットによる光の照射光度の時間変化を示す図である。この変形実施例
は、照射光の変調に正弦波を用いた例である。具体的には、正弦波の波高値が相対的に高
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くなる期間を露光帯に対応付け、波高値が相対的に低くなる期間を非露光帯に対応づけて
照射光を変調している。このような変形実施例によっても上記した実施形態と同様の効果
が得られる。さらに、正弦波を変調に用いることで、照射光度の急激な変化が少なくなる
ので、フリッカーをより抑える効果が期待できる。
【００５３】
　図１２は、他の変形実施例について説明するための図である。上記した実施形態等では
前照灯ユニット３０による光の照射強度を電流制御していたが、ＰＷＭ（Pulse　Width　
Modulation）制御によって光の実質的な照射強度（照射量）を増減することもできる。上
記した図４と同様に、図１２（Ａ）は車載カメラによるシャッター動作のタイミングにつ
いて示す図であり、図１２（Ｂ）は前照灯ユニットによる光の照射光度の時間変化を示す
図である。また、図１２（Ｃ）は車載カメラの撮像素子への入射光量の時間変化を示す図
である。
【００５４】
　図１２（Ｂ）に示すように、露光帯におけるパルス幅を大きくすることで非発光体への
実効的な照射光量を増加させ、シャッター開放時の撮像素子１２への入射光量をより大き
くすることができる。なお、ＰＷＭ制御による照射光度の波高値は、通常の連続点灯時よ
りも大きいものとする。また、露光帯と非露光帯の全体としてのデューティ比は５０％と
なっている。図１２（Ｃ）に示すように、シャッター開放時の撮像素子１２への入射光量
は図示のように照射光度が高い期間において積分されて上昇していく。このときの入射光
量は、通常の連続点灯時における入射光量よりも大きくなる。このため、被写体をより明
るく撮像できる。このようなＰＷＭ制御を用いることで、デジタルアナログ変換器が不要
となるため、点灯制御回路３２をより簡素に（すなわち安価に）することができる。
【００５５】
　図１３は、ＰＷＭ制御の一例を示す図である。図示の例では、露光サイクルの１周期を
１６分割し、さらに１つの単位を１６分割している。各単位ごとのオン／オフ時間比は、
例えば図１４に示すように配分する。単位１～８の時間がシャッター開、単位９～１６の
時間がシャッター閉に対応しているとすると、シャッター開の時は点灯時間が長く、閉じ
ている時は点灯時間が短くなる。図１４に示す例では、点灯時間比は１００：３６となる
。フリッカーを低減するには分割数がより細かいほうが好ましい。
【００５６】
　図１５は、ＰＷＭ制御を行うための回路の一例を示す図である。この回路１５０は、Ａ
ＮＤゲート５１、Ｄフリップフロップ５２、カウンタ５３、コンパレータ（比較器）５６
、ＯＲゲート５７を含んで構成されている。この回路は、制御装置２０に含まれる。この
回路１５０は、上記した図９に示す回路５０と一部構成が共通しており、当該共通する構
成については同一符号が付されている。
【００５７】
　この回路１５０において、ＡＮＤゲート５１、Ｄフリップフロップ５２、カウンタ５３
からなる部分は上記した回路５０と同様に動作するため、詳細な説明を省略する。コンパ
レータ５６は、カウンタ５３のバス信号の上位４ビットであるＳ（４：７）と下位４ビッ
トであるＳ（０：３）とを比較し、下位４ビットが上位４ビット以上の場合に出力がハイ
（高電位）となり、下位４ビットが上位４ビット未満の場合には出力がロー（低電位）と
なる。ＯＲゲート５７は、これらの出力の論理和に対応する信号を出力する。このＯＲゲ
ート５７の出力を用いて、図１５に示した波形を有するＰＷＭ信号を生成することができ
る。
【００５８】
　以上のような実施形態等によれば、歩行者等に対するグレアを低減しつつ歩行者等をよ
り良好に撮影できるようにすることができる。
【００５９】
　なお、本発明は上述した実施形態等の内容に限定されるものではなく、本発明の要旨の
範囲内において種々に変形して実施をすることが可能である。例えば、上記した実施形態
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等においては本発明を車両用前照灯システムに適用した場合について例示していたが、本
発明の適用範囲はこれに限定されず、例えば、後退時において点灯する後退灯とこれに連
動して自車両の後方空間を撮影する車載カメラとを含む車両用灯具システムに対して本発
明を適用することも可能である。
【符号の説明】
【００６０】
　１０：車載カメラ
　１１：撮影レンズ
　１２：撮像素子
　１３：カメラ制御回路
　２０：制御装置
　３０：前照灯ユニット
　３１：ＬＥＤモジュール
　３２：点灯制御回路
　３３：リフレクタ
　３４：シェード
　３５：投影レンズ
　３６：灯体ハウジング
　３７：アウターレンズ

【図１】 【図２】

【図３】
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【図４】 【図５】

【図６】

【図７】 【図８】

【図９】



(12) JP 2017-193239 A 2017.10.26

【図１０】 【図１１】

【図１２】

【図１３】

【図１４】

【図１５】
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